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資料４ 阿見町自主防災組織補助金交付要綱 
平成 17 年４月１日 

告示第 35 号 
（趣旨） 
第１条 この告示は，自主防災組織の活動育成を図るため，防 
 災訓練の実施及び資機材等の整備に要する経費について，予 
算の範囲内で補助金を交付するものとし，その交付に関して

は，阿見町補助金等交付規則（昭和 51 年阿見町規則第６号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか，この告示に定め

るところによる。 
（定義） 
第２条 この告示において，次の各号に掲げる用語の定義は，

当該各号に定めるところによる。 
(1) 自主防災組織 地域並びに住民の生命，身体及び財産を災 
害から保護するため，住民が自主的に結成した自治会等を単 
位とする組織をいう。 

(2) 資機材等 災害発生時に自主防災組織が応急対策として使 
用する資機材で町長が必要と認めるものをいう。 

（補助金） 
第３条 補助の区分及び補助金の額は別表に掲げるとおりと

する。 
２ 防災訓練の実施に係る補助金の交付は，一の自主防災組織

につき，年 1 回を限度とする。 
３ 資機材等の購入に係る補助金の交付は，補助金の交付を受

けようとする自主防災組織が既に当該補助金の交付を受け

たことがある場合においては，最後に交付を受けた日の属す

資料４ 阿見町自主防災組織補助金交付要綱 
令和６年２月７日 

告示第 23 号 
（趣旨） 
第１条 この告示は，自主防災組織の活動育成を図るため，防災訓練の

実施及び資機材等の整備に要する経費並びに防災士の資格を取得す

るために必要な経費について，予算の範囲内で補助金を交付するも

のとし，その交付に関しては，阿見町補助金等交付規則（昭和 51 年

阿見町規則第６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，こ

の告示に定めるところによる。 
（定義） 
第２条 この告示において，次の各号に掲げる用語の定義は，当該各号

に定めるところによる。 
(1) 自主防災組織 地域並びに住民の生命，身体及び財産を災害から

保護するため，住民が自主的に結成した自治会等を単位とする組織

をいう。 
(2) 資機材等 災害発生時に自主防災組織が応急対策として使用する

資機材で町長が必要と認めるものをいう。 
(3) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」

という。)の防災士認証登録を受けた者をいう。 
(4) 防災士研修センター等 防災士機構が認定した研修機関で、かつ、

防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座を実

施する機関をいう。 
（補助対象者） 
第３条 補助金の交付対象者は、次のいずれかに該当するものとす 
る。 

 
最新の要

綱を反映 
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資料-5 
 
 
 
 
 
 

る年度の翌年度以後 10 年を経過しているものとする。 
（補助金の交付の申請） 
第４条 前条の規定に基づく補助金の交付を受けようとする

自主防災組織の代表者（以下「申請者」という。）は，阿見町

自主防災組織補助金交付申請書（様式第１号）を町長に申請

しなければならない。 
（補助金の交付の決定及び通知） 
第５条 町長は，前条の規定に基づく申請があったときは，そ

の内容を審査し，交付の可否を決定し，阿見町自主防災組織

補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により，申

請者に通知する。 
（補助金の交付請求等） 
第６条 防災訓練の実施に係る補助金の交付決定の通知を受

けた申請者は，阿見町自主防災組織補助金交付請求書（様式

第３号）により町長に補助金の交付を請求するものとする。 
２ 資機材等の購入に係る補助金の交付決定の通知を受けた

申請者は，阿見町自主防災組織補助金交付請求書（様式第３

号）及び阿見町自主防災組織補助金実績報告書（様式第４号）

に収支決算書，資機材等の購入に要した費用に係る領収書の

写し及び購入した資機材等の写真を添えて，町長に補助金の

交付を請求するものとする。 
（財産の処分の制限） 
第７条 補助金の交付を受けて購入した資機材等は，当該補助

金等の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸付し，

又は担保に供してはならない。 
 
附 則 
１ この告示は，公布の日から施行する。 
（阿見町自主防災組織運営補助金交付要綱の廃止） 

(1) 次の要件のいずれも満たす個人 
ア 阿見町に住所を有していること。 
イ 住所を有する地区の区長から推薦を受けていること。  
ウ 地区の防災リーダーとして自主防災組織で活動する意思があ 
ること。 

(2) 阿見町に存する自主防災組織 
（補助金対象事業等） 
第４条 補助金の交付の対象となる事業、経費、補助率、上限額等は、

別表に掲げるとおりとする。 
（補助金の交付の申請） 
第５条 補助金の交付を受けようとする者は，阿見町自主防災組織補

助金交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて町長に提出しな

ければならない。 
（補助金の交付の決定） 
第６条 町長は，前条の規定に基づく申請があったときは，その内容を

審査し，交付の可否を決定し，阿見町自主防災組織補助金交付（不交

付）決定通知書（様式第２号）により，当該申請をした者に通知する

ものとする。 
（事業内容の変更等） 
第７条 補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」と

いう。)は、補助金の交付の決定を受けた事業を変更し、又は中止し、

若しくは廃止するときは、速やかに阿見町自主防災組織補助金交付

変更(中止・廃止)承認申請書(様式第３号)に必要な書類を添えて町長

に提出し、承認を受けなければならない。 
２ 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査

し、承認することが適当であると認めたときは、阿見町自主防災組織

補助金交付変更(中止・廃止)承認通知書(様式第４号)により交付決定

者に通知するものとする。この場合において、町長は、当該変更等に

当たり交付決定者に条件を付すことができる。 
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２ 阿見町自主防災組織運営補助金交付要綱（平成７年阿見町

告示第 26 号）は，廃止する。 
 
別表（第３条関係） 

補助区分 補助率 補助金の額 添付書類 

防災訓練の

実施に係る

補助金 

100% 
限度額 

30,000 円 

防災訓練の実施に要し

た費用に係る領収書及

び訓練実施計画書 

資機材等の

購入に係る

補助金 

50 
限度額 

150,000 円 

収支見積書及び活動計

画書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（実績報告） 
第８条 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた事業が完了し、中

止し、又は廃止したときは、当該補助金の交付の決定を受けた年度の

３月 31 日又はその完了等の日から起算して 30 日以内の日のいずれ

か早い日までに、阿見町自主防災組織補助金実績報告書(様式第５号)
に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。 

（補助金の額の確定） 
第９条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容

を審査した上で、補助金の額を確定し、阿見町自主防災組織補助金交

付額確定通知書(様式第６号)により交付決定者に通知するものとす

る。 
（補助金の交付請求等） 
第 10 条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、阿見町自主防

災組織補助金交付請求書(様式第７号)により町長に補助金の交付を

請求しなければならない。 
２ 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するも

のとする。 
（交付決定の取消し及び返還） 
第 11 条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、交付決定

者に係る補助金の交付決定を取り消し、阿見町自主防災組織補助金

交付決定取消通知書(様式第８号)により、当該交付決定者に通知する

ものとする。この場合において、既に交付した補助金があるときは、

その全部又は一部の返還を命じることができる。 
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受け、又は補

助金の交付を受けたとき。 
(2) 補助金を他の用途に用いたとき。 

（財産の処分の制限） 
第 12 条 補助金の交付を受けて購入した資機材等は，当該補助金等の

交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸付し，又は担保に供し
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資料-6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

てはならない。 
（補助金の交付を受けた者の責務） 
第 13 条 補助金の交付を受けた防災士は、地域における防災の担い手

として自主防災組織等の活動に積極的に参加するとともに、町が行う

防災に関する施策に協力しなければならない。 
 
附 則 
この告示は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
 
別表（第３条関係） 
対象事業 対象経費 補助率 上限額 

防災訓練

事業 

防災訓練の実施に係る次の経費 
(1) 消耗品費 
(2) 飲物代 
(3) 燃料代 
(4) その他訓練に関連する経費と

町長が認めるもの 

10 分

の 10 
30,000
円 

防災資機

材等購入

事業 

防災資機材等として購入する発電

機、テント、非常食、灯火類その他

これらに類する資機材の購入に要

した経費 

2 分 
の 1 

150,000
円 

防災士資

格取得事

業 

防災士の資格取得に係る次の経費 
(1) 講座受講料 
(2) 試験受験料 
(3) 認証登録料 

10 分

の 10 
30,000
円 

注 補助金の交付は、一の対象事業(防災資機材等購入事業を除く。)に
つき、年 1 回を限度とする。 
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資料８ 阿見町災害対策本部分掌事務及び初動対応項目（着手ま 

でに多少の猶予が見込まれる業務） 

◆民生支援部 

班 担当課 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 
分掌事務 

◎初動対応項目 

（△着手までに多少

の猶予が見込まれる

業務） 

町

民

班 

 

町民活動課 

町民課 

うずら出張

所 

 

   
（省略） （省略） 

   
（省略）  

医

療

対

策

班 

健康づくり

課 

他部署の保

健師 

   

（省略） （省略） 

   
（省略）  

福

祉

班 

社会福祉課 

高齢福祉課 

子ども家庭

課 

国保年金課 

   

（省略） （省略） 

 

資料８ 阿見町災害対策本部分掌事務及び初動対応項目（着手までに 

多少の猶予が見込まれる業務） 

◆民生支援部 

班 担当課 
初 

動 
応 

急 
復 

旧 分掌事務 

◎初動対応項目 

（△着手までに多少

の猶予が見込まれる

業務） 

町

民

班 

 

町民活動課 

町民課 

うずら出張所 

 

   
（省略） （省略） 

   
（省略）  

医

療

対

策

班 

健康づくり課 

おやこ支援課 

他部署の保健師 
   

（省略） （省略） 

   
（省略）  

福

祉

班 

社会福祉課 

高齢福祉課 

こども未来課 

国保年金課 
   

（省略） （省略） 

 

町の機構改革

の反映 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
資料-16 
 
 
 
 
 
 

資料９ 県等への即報様式 

 
資料９ 県等への即報様式 
 
 

 
消防庁「火災・

災害等即報要

領」の一部改正

を反映 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
資料-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
消防庁「火災・

災害等即報要

領」の一部改正

を反映 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
資料-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
消防庁「火災・

災害等即報要

領」の一部改正

を反映 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
資料-35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料１４ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間 
（茨城県災害救助法施行細則より） 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備 考 

避難所の 
設置 

（省略） ＜基本額＞ 
避難所設置費 
１人１日当た

り 330 円以

内 

（省略） （省略） 

応急仮設住

宅の供与 
（省略） ○建設型応急

住宅２  基本

額 1 戸当たり 
5,714,000 円

以内 

（省略） （省略） 

炊き出しそ

の他による

食品の給与 

（省略） １人１日当た

り 1,160 円以

内 

（省略） （省略） 

被服、寝具

その他生活

必需品の給

与又は貸与 

（省略） ２ 下記金額

の範囲内 
  

   

 
 
 
 
 

資料１４ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間 
（茨城県災害救助法施行細則より） 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備 考 

避難所の 
設置 

（省略） ＜基本額＞ 
避難所設置費 
１人１日当たり

360 円以内 

（省略） （省略） 

応急仮設住

宅の供与 
（省略） ○建設型応急住宅

２ 基本額 1 戸当

たり 
7,089,000 円以内 

（省略） （省略） 

（省略） 

炊き出しそ

の他による

食品の給与 

（省略） １人１日当たり

1,390 円以内 
（省略） （省略） 

 
被服、寝具

その他生活

必需品の給

与又は貸与 
 
 

（省略） ２  下記金額の範

囲内 
  

 
 

  

     

    

 

茨城県災害

救助法施行

細則の内容

を反映 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
資料-36  

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備 考 

被災した住

宅の応急修

理 

（省略） １  半壊又は

半焼に準ずる

程度の損害に

より被害を受

けた世帯 
１世帯当たり

300,000 円 
２  １に掲げ

る世帯以外の

世帯 
１世帯あたり

595,000 円 

（省略） （省略） 

 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備 考 

被災した住

宅の応急修

理 

住 家 が 半

壊、半焼又

はこれらに

準ずる程度

の損傷を受

け、雨水の

侵入等を放

置すれば住

家の被害が

拡大するお

それがある

者 

1 世帯あたり

53,900 円以内 
災 害 発

生 の 日

から 10
日以内 

住 家 の 被

害 の 拡 大

を 防 止 す

る た め の

緊 急 の 修

理 が 必 要

な 部 分 に

対し，合成

樹 脂 シ ー

ト ， ロ ー

プ，土のう

等 を 用 い

て 行 う も

のとする。 
（省略） １  半壊又は

半焼に準ずる

程度の損害に

より被害を受

けた世帯  
１世帯当たり

358,000 円 
２  １に掲げ

る世帯以外の

世帯 
１世帯あたり

739,000 円 

（省略）  

 

 
茨城県災害救助

法施行細則の内

容を反映 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
資料-36 
 
 
 
 

 
救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備 考 

学用品の給

与 
（省略） ２ 文房具及び

通学用品は、１

人当たり次の

金額以内 
小 学 校 児 童 

4,500 円 
中 学 校 生 徒 

4,800 円 
高等学校等生

徒 5,200 円 

（省略） （省略）

  

埋葬 （省略） １体当たり 
大人 
（12 歳以上）       
215,200円以内 
小人 
（12 歳未満）       
172,000円以内 

（省略） （省略） 

 
 
 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備 考 

学用品の給

与 
（省略） ２ 文房具及び

通学用品は、１

人当たり次の

金額以内 
小 学 校 児 童 

5,500 円 
中 学 校 生 徒 

5,800 円 
高等学校等生

徒 6,300 円 

（省略） （省略）  

埋葬 （省略） １体当たり 
大人 
（12 歳以上）       
232,200円以内 
小人 
（12 歳未満）       
185,700円以内 

（省略） （省略） 

 

 
茨城県災害救

助法施行細則

の内容を反映 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
資料-37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備 考 

死体の処理 （省略） 洗浄、消毒、縫

合等 

１体当たり 

3,500 円以内 

一時保存 

既存建物借上費 

通常の実費 

既存建物以外 

１体当たり 

5,400 円以内 

（省略） （省略） 

障害物の除

去 
（省略） １世帯当たり 

137,900 円以内 
（省略） （省略） 

 

 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備 考 

死体の処理 （省略） 洗浄、消毒、縫合等 

１体当たり 

3,700 円以内 

一時保存 

既存建物借上費 

通常の実費 

既存建物以外 

１体当たり 

5,900 円以内 

（省略） （省略） 

障害物の除

去 

（省略） １世帯当たり 

 143,900 円以内 

（省略） （省略） 

 

 
茨城県災害救

助法施行細則

の内容を反映 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
資料-37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備 考 

実費弁償 （省略） １日当１人１日

当たり 
医師､歯科医師 
23,000 円以内 

薬剤師､診療放

射線技師､臨床

検査技師､臨床

工学技士及び歯

科衛生士  
16,400 円以内 

保健師､助産師､

看護師及び准看

護師  
16,100 円以内 

救急救命士  
15,600 円以内 

土木技術者､建

築技術者         

16,200 円以内 
大工        
29,300 円以内 

左官        
30,400 円以内 

とび職       
29,400 円以内 

（省略） （省略） 

 

 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備 考 

実費弁償 （省略） １ 日当１人１日

当たり 
医師､歯科医師 
   23,000 円以内 
薬剤師､診療放射

線技師､臨床検査

技師､臨床工学技

士及び歯科衛生

士  
16,400 円以内 

保健師､助産師､

看護師及び准看

護師  
16,100 円以内 

救 急 救 命 士  
15,600 円以内 

土木技術者､建築

技術者         

16,200 円以内 
大工        

29,300 円以内 
左官        

30,400 円以内 
とび職       

29,400 円以内 

（省略） （省略） 

 

茨城県災害救

助法施行細則

の内容を反映 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
資料-51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料２１ 災害応援・協力協定一覧 

協定の名称 協定締結先 
締結 

年月日 
応援協力内容 

相互応援 

（新規）    

 

資料２１ 災害応援・協力協定一覧 

協定の名称 協定締結先 
締結 

年月日 
応援協力内容 

相互応援 

災害 時にお

ける 相互応

援に 関する

協定 

神奈川県開成町 R7.2.4 協定市町の相互応援 

・食料・飲料水及びその

他生活必需品等の物

資並びにそれらを提

供するために必要な

資機材の提供 

・被災者の救出、医療、

防疫、施設の応急復

旧、その他の活動に

必要な物資 

及び資機材の提供 

・救援及び救助活動に

必要な車両等の提供 

・被災者の一時収容す

るために必要な施設

の提供 

・協定に基づき実施す

る応援に必要な職員

の派遣 

・その他、特に要請のあ

った事項 

 

 
 
最新の協定締

結状況を反映 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
資料-54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料２１ 災害応援・協力協定一覧 

協定の名称 協定締結先 
締結 

年月日 
応援協力内容 

避難・物流関係 

（新設）    

 

資料２１ 災害応援・協力協定一覧 

協定の名称 協定締結先 
締結 

年月日 
応援協力内容 

避難・物流関係 

災害時における

電動車両等の支

援に関する協定 

株式会社ホン

ダ茨城南 阿

見店 

R7.3.31 電動車両等の支援 

災害時における

レンタル車両の

優先供給に関す

る協定 

株式会社トヨ

タレンタリー

ス茨城 

R7.4.4 レンタル車両の供

給 

 

 
 
最新の協定締

結状況を反映 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
資料-56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料２２ 緊急避難場所・避難所一覧 

 

No 名 称 所在地 電話番号 
緊急避難場所 

火災 地震 

1 阿見町総合運動公園 吉原 52-3 － ● ● 

2 茨城大学農学部農場 阿見 4668-1 － ● ● 

3 
県立医療大学 

グラウンド 

阿 見 4669-2

ほか 
－ ● ● 

4 阿見小学校 中央 2-1-5 887-0019  ● 

5 旧実穀小学校 
実穀 1285・

1293 
841-0583 

 ● 

 （省略）     

23 町民体育館 若栗 1886-1 888-2526   

（省略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料２２ 緊急避難場所・避難所一覧 

 

No 名 称 所在地 電話番号 
緊急避難場所 

火災 地震 

1 阿見町総合運動公園 吉原 52-3 － ● ● 

2 茨城大学農学部農場 阿見 4668-1 － ● ● 

3 
県立医療大学 

グラウンド 

阿 見 4669-2

ほか 
－ ● ● 

4 曙ふれあい公園 曙 297-1 － ● ● 

5 阿見小学校 中央 2-1-5 887-0019  ● 

 （省略）     

23 
実穀ふれあいセンタ

ー 
上長 3-28 886-5225 

 ● 

24 町民体育館 若栗 1886-1 888-2526   

（省略） 

 

 

 

令和6年 9月緊

急避難場所に

曙ふれあい公

園を指定した

ことによる変

更 

 

 

 

旧実穀小学校

が実穀ふれあ

いセンターと

なったことよ

る変更 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
資料-57 
 
 
資料-58 
資料-59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料２３ 要配慮者利用施設一覧 
(2)保育園・児童館 
 
名前 住所 電話番号 備考 
（省略）    
（新規）    

 
 
 
(6) 老人福祉(介護福祉)関連施設 

名前 住所 電話番号 備考 

特別養護老人ホーム阿見

翔裕園 

阿見翔裕園デイサービス

センター 

阿見 5137 840-2881 
特養、通介、

短生 

（新規）    

阿見町社会福祉協議会 

指定訪問介護事業所 

阿見町社会福祉協議会 

指定通所介護事業所 

阿見

4671-1 
887-0084 訪介、通介 

（新規）    

（新規）    

（新規）    

（新規）    

（新規）    

 

資料２３ 要配慮者利用施設一覧 

 
 
名前 住所 電話番号 備考 
（省略）    
一時保育専門

託児所ばんび 
荒 川 本 郷

1259-5 
080-7522-
2583 

 

 
 
(6) 老人福祉(介護福祉)関連施設 

名前 住所 電話番号 備考 

特別養護老人ホーム阿見

翔裕園 

阿見翔裕園デイサービス

センター 

阿見翔裕園ヘルパーステ

ーション 

阿見 5137 840-2881 
特養、通介、

短生、訪介 

介護老人保健施設セント

ラルわかたけ阿見 

阿見

5050-12 
875-3341 

老健、通リ、

短療 

阿見町社会福祉協議会 

指定訪問介護事業所 

ミニデイサービス 阿見

町社会福祉協議会 

阿見

4671-1 
887-0084 訪介、総合 

訪問看護ステーション 

Thorn Castle 
中郷 2-

23-9 
879-8160 訪看 

 

最新の要配慮

者利用施設を

更新 
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訪問看護ステーション 

LAMP 

中央 1-

10-18 

070-

3192-

6431 

訪看 

ヘルパーステーション 

いちか 

住吉 2-6-

8 A101 
843-6112 訪介 

訪問介護事業所 たけよ

う 

中央 3-2-

5 
875-3353 訪介 

NTケア 
うずら野

2-17-56 
843-5705 訪介 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
資料-59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料２３ 要配慮者利用施設一覧 

 

名前 住所 電話番号 備考 

（新規）    

（新規）    

（新規）    

（注）備考欄の「特養」は介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、

「老健」は介護老人保健施設（老人保健施設）、「グル」は認知症対

応型共同生活介護（グループホーム）、「小多」は小規模多機能型居

宅介護、「看小」は看護小規模多機能型居宅介護、「訪介」は訪問介

護（ホームヘルプ）、「訪浴」は訪問入浴介護、「訪看」は訪問看護、

「通介」は通所介護（デイサービス）、「通リ」は通所リハリビテー

ション（デイケア）、「短生」は短期入所生活介護、「短療」は短期入

所療育介護、「特生」は特定施設入居者生活介護、「その他」は住宅

型有料老人ホーム、「サ住」はサービス付き高齢者向け住宅を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料２３ 要配慮者利用施設一覧 

名前 住所 電話番号 備考 

すずデイサービス 
小池

1631-4 
886-8451 通介 

レプラコーン若栗 
若栗

1299-18 
886-7877 総合 

からだはうす阿見 実穀寺子 1676

090-

7412-

2616 

総合 

 

（注）備考欄の「特養」は介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、
「老健」は介護老人保健施設（老人保健施設）、「グル」は認知
症対応型共同生活介護（グループホーム）、「小多」は小規模多
機能型居宅介護、「看小」は看護小規模多機能型居宅介護、「訪
介」は訪問介護（ホームヘルプ）、「訪浴」は訪問入浴介護、「訪
看」は訪問看護、「通介」は通所介護（デイサービス）、「通リ」
は通所リハリビテーション（デイケア）、「短生」は短期入所生
活介護、「短療」は短期入所療育介護、「特生」は特定施設入居
者生活介護、「その他」は住宅型有料老人ホーム、「サ住」はサ
ービス付き高齢者向け住宅、「総合」は総合事業のみ実施して
いる事業所を示す。 

 

 

 

最新の要配慮

者利用施設を

更新 
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資料-60 
 

 
 (7)医療機関 

名前 住所 電話番号 備考 

秋吉歯科医院  
荒川本郷

2395-1 
843-0666  

朝日歯科クリニック  実穀 1418 843-3365  

（省略）    

医療法人美里会かない皮

フ科 

中郷 2-3-

5 
888-8188  

（省略）    

しんクリニック  
本郷 2-

20-4 
875-5686  

（省略）    

まつばらウィメンズクリ

ニック 

本郷 1-

16-2 
830-5151  

（省略）    

 
 
 
 

名前 住所 電話番号 備考 

秋吉歯科医院  
荒川本郷

2395-1 
843-0666  

（削除）    

（省略）     

（削除）    

（省略）    

しんクリニック 
中郷 2-3-

5 

029-888-

8188 
 

（省略）    

レディスクリニック結 
本郷 1-

16-2 
830-5151  

（省略）    

 
(7)医療機関 

 
 

 



阿見町地域防災計画 資料編 新旧対照表（令和 7 年 6 月修正案） 

23 
 

 
 
 
 

該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
資料-65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料２５ 緊急輸送道路分布図 
（一部省略） 
 
 

資料２５ 緊急輸送道路分布図 
 
 

 
 
 
 
第三次緊急輸

送道路の色を

変更（県と統

一） 
 
町指定の災害

時重要道路を

記載（新規） 
 
曙ふれあい公

園の記載（新

規） 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
資料-66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料２６ 地区防災計画策定地区一覧 
 
№ 地区名 策定年月 
（省略） 
37 塙地区 令和 6年 3月 

 

資料２６ 地区防災計画策定地区一覧 
 

№ 地区名 策定年月 
（省略） 

37 塙地区 令和 6年 3月 
38 二区北地区 令和 6年 5月 

39 曙南地区 令和 6年 6月 

40 中央西地区 令和 6月 12 月 

41 中央東地区 令和 7年 2月 

42 三区下地区 令和 7年 2月 

43 大形地区 令和 7年 3月 
 

 
 
令和６年度策定

地区の追加 


